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地
方
鉄
道
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題

沿
線
に
お
け
る
人
口
減
少
や
少
子
高
齢

化
、
自
動
車
交
通
へ
の
過
度
の
依
存
な
ど
に

よ
っ
て
、
地
方
鉄
道
の
輸
送
人
員
が
減
少
し

続
け
て
い
る
。
昭
和
62
年
か
ら
平
成
17
年
ま

で
の
18
年
間
の
輸
送
人
員
は
、
全
国
平
均
で

約
19
％
の
減
少
だ
が
、
中
に
は
約
50
～
70
％

減
少
し
た
鉄
道
事
業
者
も
あ
る
。

鉄
道
事
業
法
が
改
正
さ
れ
、
鉄
道
事
業

へ
の
参
入
・
退
出
規
制
が
緩
和
さ
れ
た
平
成

12
年
度
以
降
、
す
で
に
全
国
で
25
路
線
、
約

５
７
４
㎞
の
鉄
道
路
線
が
廃
止
さ
れ
た
。
廃

止
さ
れ
た
路
線
は
、
中
小
の
地
方
鉄
道
路
線

だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
４
割
強
を
大
手
鉄
道

事
業
者
の
支
線
が
占
め
て
い
る
。
地
方
鉄
道

を
取
り
巻
く
経
営
環
境
は
、
事
業
規
模
に
か

か
わ
ら
ず
、
事
業
者
の
自
助
努
力
だ
け
で
は

乗
り
切
れ
な
い
段
階
に
達
し
て
い
る
。

「
利
用
者
の
長
期
逓
減
傾
向
に
歯
止
め
が

か
か
ら
な
い
以
上
、
地
方
鉄
道
の
経
営
環
境

は
な
お
一
層
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
き
ま

す
。
す
で
に
事
業
者
の
経
営
努
力
も
限
界
に

近
づ
き
つ
つ
あ
り
、
地
方
鉄
道
を
維
持
す
る

た
め
に
は
、
地
方
鉄
道
を
支
え
る
大
き
な
仕

組
み
、
抜
本
的
な
対
応
策
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ま
す
」

地
域
に
と
っ
て
の
鉄
道
の
価
値
は
、
事
業

の
採
算
性
だ
け
で
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
鉄
道
は
、
地
域
の
社
会
基
盤
と
し
て
存

在
し
て
き
た
。

「
地
域
に
と
っ
て
鉄
道
が
必
要
な
の
か
ど

う
か
。
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
て
自
治
体
や
地
域
住
民
、
沿
線
地
域

の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
が
相
互
に
連
携
し
な

が
ら
、
鉄
道
事
業
者
と
と
も
に
、
鉄
道
の
維

持
・
活
性
化
に
取
り
組
む
。
今
後
、
地
方
鉄

道
が
存
続
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
で

き
る
か
ど
う
か
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る

と
考
え
ま
す
」

地
域
に
と
っ
て
の
鉄
道
の
価
値
を
、
地
域

が
支
え
る
取
り
組
み
が
必
要
だ
。

「
経
営
悪
化
の
一
番
の
要
因
は
、
需
要
の

減
少
で
す
。
最
も
基
本
的
な
こ
と
と
し
て
望

ま
れ
る
の
は
、
鉄
道
を
利
用
し
て
鉄
道
を
残

そ
う
と
い
う
気
持
ち
を
地
域
の
一
人
ひ
と
り

が
持
つ
こ
と
で
す
。

鉄
道
の
存
続
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、

地
域
に
根
ざ
し
、
地
域
の
暮
ら
し
を
支
え
る

鉄
道
輸
送
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
重
要
な
の

で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
鉄
道
の
利
用
を
促

進
す
る
こ
と
が
第
一
に
必
要
で
す
。

地
域
の
一
人
ひ
と
り
の
毎
日
の
暮
ら
し
に
、

ま
ち
づ
く
り
や
地
域
の
活
性
化
、
観
光
振
興

に
、
鉄
道
を
ど
う
活
か
し
て
い
く
か
、
地
域

一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
望

ま
れ
ま
す
」　

平
成
15
年
に
廃
止
届
が
出
さ
れ
た
後
に
地

元
地
域
が
事
業
継
承
会
社
を
確
保
し
、
存
続

後
の
事
業
運
営
へ
の
財
政
支
援
等
を
行
っ
た

和
歌
山
電
鐵
貴
志
川
線
は
そ
の
好
例
だ
。
貴

志
川
特
産
の
「
い
ち
ご
」
を
テ
ー
マ
に
、
サ

ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
て
車
両
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
を
実
施
。
こ
の
い
ち
ご
電
車
の
導
入
と
駅

長
に
猫
の
「
た
ま
」
を
任
命
す
る
な
ど
の
話

題
づ
く
り
で
、
観
光
を
切
り
口
と
し
た
利
用

促
進
を
図
り
、
利
用
者
数
の
増
加
を
実
現
し

て
い
る
。
平
成
19
年
１
月
の
貴
志
川
線
の
利

用
者
数
は
対
前
年
同
月
比
で
７
％
増
を
記
録

平
成
19
年
10
月
、「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関

す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
た
。
鉄
道
や
バ
ス
な
ど
公
共
交
通

の
活
性
化
・
再
生
を
図
る
地
域
の
取
り
組
み
を
、
国
が
総
合

的
に
支
援
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
さ
ら
に
、地
方
鉄
道
の
再
生・

活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
総
合
的
か
つ
強
力
な
支
援

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
、
国
土
交
通
省
は
同
法
で
定

め
ら
れ
た
地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
に
「
鉄
道
事
業
再
構
築

事
業
」
を
新
た
に
加
え
る
関
連
法
案
を
今
国
会
に
提
出
、
こ

の
ほ
ど
成
立
し
た
。

地
方
鉄
道
の
存
続
を
ど
の
よ
う
に
支
援
す
る
法
制
度
な
の
か

―
―

国
土
交
通
省
鉄
道
局
都
市
鉄
道
課 

濱
勝
俊
課
長
に
お
話

を
う
か
が
っ
た
。

国土交通省 鉄道局
都市鉄道課長

濱 勝俊
Katsutoshi HAMA

「
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
」の
新
設

地
方
鉄
道
の

再
生･
活
性
化
を

総
合
的
に
支
援
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し
た
。

「
沿
線
住
民
に
と
ど
ま
ら
ず
観
光
客
も
含

め
て
需
要
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
、
地
域
の

再
生
・
活
性
化
と
一
体
と
な
っ
た
鉄
道
を
支

え
る
取
り
組
み
が
、
ま
ず
、
第
一
に
必
要
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
」

二
つ
目
が
、
鉄
道
事
業
特
有
の
コ
ス
ト
構

造
の
見
直
し
だ
。
鉄
道
事
業
は
他
の
交
通

モ
ー
ド
と
異
な
り
、
土
地
や
線
路
、
駅
施

設
等
の
イ
ン
フ
ラ
を
運
行
事
業
者
が
一
体
で

保
有
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
鉄
道
事
業
者
の
コ
ス
ト
構
造
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ら
施
設
の
保
有
に
か
か
わ
る
経

費
の
占
め
る
割
合
が
非
常
に
大
き
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

地
方
鉄
道
90
社
の
平
成
17
年
度
の
決
算
を

見
る
と
、
維
持
管
理
費
や
減
価
償
却
費
等
、

施
設
保
有
に
か
か
わ
る
経
費
は
約
46
％
を
占

め
る
。
運
輸
費
等
、
輸
送
に
直
接
必
要
な
経

費
は
約
45
％
、
一
般
管
理
費
な
ど
そ
の
他
の

経
費
は
約
９
％
と
い
う
内
訳
だ
。
こ
の
比
率

は
、
鉄
道
事
業
者
が
取
り
組
ん
で
き
た
ワ
ン

マ
ン
化
・
無
人
化
等
の
人
件
費
の
削
減
対
策

に
よ
り
相
対
的
に
増
加
傾
向
に
あ
り
、
昭
和

60
年
度
の
約
38
％
と
比
較
す
る
と
８
％
の
増

加
と
な
っ
て
い
る
。

「
鉄
道
も
他
の
交
通
モ
ー
ド
と
同
様
に
イ

ン
フ
ラ
に
か
か
る
コ
ス
ト
、
こ
れ
を
ゼ
ロ
に
す

る
と
ど
う
な
の
か
。
試
算
で
は
、
ほ
と
ん
ど

の
鉄
道
事
業
者
が
運
賃
収
入
で
経
費
を
賄

い
、
事
業
継
続
が
可
能
に
な
る
と
い
う
結
果

が
出
て
い
ま
す
」

平
成
17
年
度
決
算
に
お
い
て
、
地
方
鉄
道

90
社
の
約
70
％
が
営
業
赤
字
だ
が
、
仮
に
施

設
保
有
に
か
か
わ
る
経
費
を
除
い
て
収
支
状

況
を
試
算
し
て
み
る
と
、
全
体
の
約
90
％
の

事
業
者
が
黒
字
に
転
じ
る
と
い
う
結
果
が
出

た
。
施
設
保
有
に
か
か
わ
る
経
費
を
事
業
者

か
ら
切
り
離
し
、
例
え
ば
自
治
体
等
、
別
の

主
体
が
当
該
経
費
を
負
担
す
る
上
下
分
離
方

式
を
導
入
す
れ
ば
、
赤
字
に
苦
し
む
地
方
鉄

道
も
自
立
的
に
事
業
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

「
今
国
会
で
成
立
し
た
関
連
法
案
は
、
地

域
の
支
援
と
事
業
構
造
の
変
更
、
こ
の
ふ
た

つ
の
取
り
組
み
に
対
す
る
制
度
的
な
枠
組
み

を
き
ち
ん
と
整
備
す
る
こ
と
が
基
本
に
な
っ

て
い
ま
す
。
昨
年
成
立
し
た
［
地
域
公
共
交

通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
］
に

定
め
ら
れ
た
地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
の
中

に
、
新
た
に
“
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
”
を

追
加
し
、
頑
張
る
地
域
と
鉄
道
事
業
者
を
重

点
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
、
そ
の
目
的
と
し

て
い
ま
す
」

鉄
道
事
業
の
再
構
築
に
向
け
て

［
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

関
す
る
法
律
］
の
概
要
は
、

①�

市
町
村
は
、
公
共
交
通
事
業
者
、
利
用
者

等
で
構
成
す
る
協
議
会
を
設
け
て
、
地
域

公
共
交
通
の
活
性
化
・
再
生
を
総
合
的
か

つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
「
地
域
公

共
交
通
総
合
連
携
計
画
」
を
策
定
す
る
。

②�

「
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
」
の
中

で
、
特
に
重
点
的
に
取
り
組
む
「
地
域
公

共
交
通
特
定
事
業
」
を
定
め
た
場
合
は
、

国
の
認
定
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
（
鉄

道
再
生
事
業
に
つ
い
て
は
届
出
）、
関
係

法
律
の
特
例
に
よ
る
支
援
措
置
が
規
定
さ

れ
る
。

③�

「
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
」
の
導
入
円
滑

化
を
図
る
た
め
、
関
連
交
通
事
業
法
に
か

か
わ
る
手
続
き
の
合
理
化
等
の
措
置
を
講

じ
る
。

と
な
っ
て
い
る
。

「
地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
」
に
は
、
新

型
路
面
電
車
（
Ｌ
Ｒ
Ｔ
）
の
導
入
に
よ
り
軌

道
事
業
の
質
の
向
上
を
図
る
“
軌
道
運
送

高
度
化
事
業
”
や
バ
ス
事
業
の
質
の
向
上
を

図
る
“
道
路
運
送
高
度
化
事
業
”
の
ほ
か
、

“
海
上
運
送
高
度
化
事
業
”、“
乗
継
円
滑
化
事

業
”、
そ
し
て
地
方
鉄
道
の
存
続
廃
止
に
関

連
す
る
“
鉄
道
再
生
事
業
”
の
５
事
業
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。

“
鉄
道
再
生
事
業
”
は
、
廃
止
届
出
が
さ

れ
た
鉄
道
事
業
に
つ
い
て
、
鉄
道
事
業
者
と

地
元
自
治
体
、
住
民
等
が
公
式
協
議
の
場
を

持
ち
、
地
域
の
支
援
に
よ
る
鉄
道
再
生
計
画

を
作
成
・
実
施
す
る
場
合
に
は
、
廃
止
を
延

期
で
き
る
手
続
き
を
法
定
化
し
た
も
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
新
設
さ
れ
た
“
鉄
道
事
業

再
構
築
事
業
”
は
、
廃
止
届
出
に
至
っ
て
は

い
な
い
が
継
続
が
困
難
な
鉄
道
事
業
に
つ
い
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（㎞） 平成１２年度以降の全国廃止路線の推移

地方鉄道のコスト構造 赤字事業者の割合

施設保有にかかわる経費の割合

昭和６０年度：約38％

平成１７年度：約46％

施
設
保
有
に
か
か
わ
る
経
費

（
維
持
管
理
費
、
減
価
償
却
費
等
）

営
業
赤
字

営
業
黒
字

営
業
黒
字

営
業
赤
字

その他の経費
（一般管理費等）

輸
送
に
直
接
必
要
な
経
費

（
運
輸
費
等
） 約46％

約70％

約10％

約90％

約30％

約45％

約9％

※地方鉄道（９０社）の平成１７年度決算より　資料：国土交通省

施
設
保
有
に
か
か
わ
る

経
費
を
除
い
た
場
合
の

収
支
状
況
（
試
算
）

現
在
の

赤
字
事
業
者
の
割
合
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“
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
”
で
は
、
関
連

の
許
認
可
を
全
部
一
括
で
取
る
こ
と
が
で
き

る
特
例
措
置
が
取
ら
れ
ま
す
」

協
議
会
の
合
意
の
も
と
に
、
市
町
村
が
策

定
し
た
「
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
」

に
基
づ
く
“
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
”
に
つ

い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
実

施
す
る
と
き
、
特
例
と
し
て
、
事
業
に
必
要

な
許
可
等
を
一
括
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
務
手
続
き
が
簡
素
化
・
迅
速
化
し
、
計
画

の
円
滑
な
遂
行
が
支
援
さ
れ
る
わ
け
だ
。

「
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
地
元
自
治
体
に
よ

る
鉄
道
事
業
者
へ
の
支
援
方
法
を
整
理
す
る

と
、
大
き
く
３
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
地
方
自
治
体
が
鉄
道
施
設
を
保
有
す

る
上
下
分
離
型
を
採
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
、

地
元
自
治
体
が
資
産
の
一
部
を
保
有
し
鉄
道

事
業
者
の
負
担
を
軽
減
し
て
い
る
ケ
ー
ス
、

鉄
道
事
業
者
が
全
資
産
を
保
有
し
て
い
る
が

地
元
自
治
体
が
各
種
補
助
を
実
施
し
て
鉄
道

事
業
者
の
負
担
を
軽
減
し
て
い
る
ケ
ー
ス
な

ど
で
す
。

現
行
の
鉄
道
事
業
法
で
は
、
自
治
体
が
鉄

道
施
設
を
保
有
し
、
こ
れ
を
運
行
事
業
者
に

無
償
で
使
用
さ
せ
る
公
有
民
営
方
式
の
上
下

分
離
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
改
正
案
で
は
、

事
業
許
可
基
準
の
う
ち
事
業
採
算
性
等
に

か
か
わ
る
も
の
を
適
用
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
実
施
を
可
能
と
し
て
い
ま
す
。

鉄
道
特
有
の
イ
ン
フ
ラ
・
コ
ス
ト
を
ゼ
ロ

に
す
れ
ば
９
割
の
鉄
道
事
業
者
が
黒
字
に
な

る
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
新
し
い
制

度
を
つ
く
り
ま
し
た
」

総
合
的
か
つ
重
点
的
な
支
援
措
置

て
「
計
画
を
作
成
し
て

経
営
の
改
善
を
図
る
と

と
も
に
、
市
町
村
等
の

支
援
を
受
け
て
事
業
構

造
の
変
更
を
行
い
、
鉄

道
輸
送
の
継
続
を
図

る
」
こ
と
が
目
的
と
な

る
。
国
土
交
通
大
臣
に

よ
る
計
画
の
認
定
を
受

け
、
①
鉄
道
事
業
法
の

許
可
等
に
つ
い
て
、
計

画
の
認
定
に
よ
り
一
括

で
許
可
等
を
受
け
た
も

の
と
み
な
す
、
②
現
行

の
鉄
道
事
業
法
で
は
実

施
で
き
な
い
公
有
民
営

方
式
の
上
下
分
離
制
度

の
導
入
が
可
能
と
な
る

等
の
特
例
措
置
が
取
ら

れ
る
。

「
例
え
ば
、
伊
賀
鉄

道
、
養
老
鉄
道
の
場
合
は
、
近
畿
日
本
鉄
道

が
第
一
種
鉄
道
事
業
者
か
ら
第
三
種
鉄
道
事

業
者
に
事
業
変
更
し
、
上
下
分
離
を
導
入
し

ま
し
た
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
近
鉄
が
そ
れ

ぞ
れ
の
路
線
の
第
一
種
の
廃
止
届
出
を
し
、

新
た
に
第
三
種
の
免
許
を
取
り
、伊
賀
鉄
道
、

養
老
鉄
道
を
設
立
し
て
第
二
種
を
申
請
す
る

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
事
業
構
造
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
現
行

上
、
複
数
の
手
続
き
を
伴
い
、
な
お
か
つ
一

括
し
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
時

間
も
労
力
も
か
か
り
ま
し
た
。

地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律の一部を改正する法律

地域公共交通特定事業に、継続が困難となり、または困難となる恐れがあると認められる旅客鉄道事業について、
市町村その他の者の支援を受けつつ事業構造の変更を行うことにより輸送の維持を図るための事業 ( 鉄道事業再構築
事業 ) を追加するとともに、国土交通大臣による認定を受けた計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施する場合
における鉄道事業法の特例等を定める。

特例措置
1. 鉄道事業法の許可等を受けな
ければならないもの等につい
て、計画の認定により一括で
許可等を受けたものとみなす
等の特例。

2. 現行の鉄道事業法では実施できない「公有民営」
方式の上下分離※について、同法における事業許
可基準のうち事業採算性等にかかわるものを適用
しないことにより、その実施を可能とする特例。
（※）地方公共団体が鉄道線路を保有し、これを運行事業者に無償で使用させるもの。

地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）

地域公共交通特定事業に「鉄道事業再構築事業」を新たに追加

鉄道事業再構築事業

国土交通大臣による計画の認定国土交通大臣による計画の認定

市町村等と鉄道事業者が共同で計画を作成し、実施。
継続が困難、または困難となる恐れのある旅客鉄道事業を対象。

内容

経営の改善
市町村等の支援

事業構造の変更
例：上下分離

目的

当該路線における輸送の維持

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
( 平成 19年法律第 59号 )

主務大臣 ( 国土交通大臣、総務大臣 ) は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進す
るための基本方針を策定。
基本方針の策定または変更にあたっては、国家公安委員会及び環境大臣に協議。

基本方針（国のガイドライン）

1. 計画の作成・実施

2. 新たな形態による輸送サービスの導入円滑化

地域公共交通のあらゆる課題について、地域にとって最適な公共交通のあり方について合意形成を図り、合意
に基づき各主体が責任を持って推進。国は、これを総合的に支援する。

協議会

公共交通事業者 道路管理者 公安委員会 利用者等の関係者

地域公共交通総合連携計画

地域公共交通特定事業

軌道運送
高度化事業

道路運送
高度化事業

海上運送
高度化事業

乗継円滑化
事業

鉄道事業
再構築事業 鉄道再生事業新

設
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財
政
面
で
の
支
援
措
置
は
ど
う
か
。

現
行
の
鉄
道
軌
道
近
代
化
設
備
整
備
費
補

助
制
度
（
近
代
化
補
助
）
は
、
赤
字
事
業
者

が
対
象
と
な
り
、
安
全
性
・
利
便
性
の
向
上

の
た
め
の
施
設
・
設
備
に
対
し
て
原
則
５
分

の
１
の
補
助
と
な
っ
て
い
る
。

「
現
行
制
度
の
鉄
道
の
経
営
状
況
に
か
か

わ
る
要
件
を
見
直
し
、
地
域
と
事
業
者
が
作

成
し
た
﹃
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
﹄
に

基
づ
く
取
り
組
み
を
推
進
さ
せ
る
た
め
の
支

援
措
置
と
し
て
、
補
助
制
度
等
を
拡
充
し
て

い
ま
す
。
地
方
鉄
道
の
活
性
化
対
策
に
対
す

る
補
助
制
度
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
近
代

化
補
助
を
﹃
鉄
道
軌
道
輸
送
高
度
化
事
業
費

補
助
﹄
に
改
め
、
赤
字
要
件
も
撤
廃
し
て
補

助
率
を
３
分
の
1
に
引
き
上
げ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
国
と
地
方
自
治
体
合
わ
せ
て
３

分
の
２
が
公
的
資
金
で
賄
え
る
こ
と
に
な
り
、

事
業
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
」

地
方
自
治
体
に
対
す
る
財
政
支
援
制
度
も

新
た
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
公
有
民
営
型
上

下
分
離
導
入
の
際
に
は
、
起
債
等
の
地
方
財

政
措
置
が
取
ら
れ
る
ほ
か
、
財
政
負
担
に
応

じ
て
地
方
交
付
税
が
交
付
さ
れ
る
。

税
制
特
例
と
し
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を

非
課
税
に
、
登
録
免
許
税
が
所
有
権
の
移

転
登
録
に
つ
い
て
は
１
０
０
０
分
の
20
か
ら

１
０
０
０
分
の
８
に
、
地
上
権
・
貸
借
権
の

移
転
登
記
に
つ
い
て
は
１
０
０
０
分
の
10
か

ら
１
０
０
０
分
の
４
に
、
さ
ら
に
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
課
税
標
準
が

５
年
間
、
４
分
の
1
に
減
税
さ
れ
る
。

さ
ら
に
老
朽
化
対
策
に
対
す
る
補
助
制
度

と
し
て
、
費
用
の
３
分
の
1
が
補
助
さ
れ
る

「
鉄
道
施
設
総
合
安
全
対
策
事
業
費
補
助
」

が
新
設
さ
れ
る
。

「
こ
こ
ま
で
は
国
土
交
通
省
の
鉄
道
局
の

予
算
に
な
り
ま
す
が
、
総
合
政
策
局
の
予
算

で
は
﹃
地
域
公
共
交
通
活
性
化
・
再
生
総
合

事
業
費
補
助
﹄
が
新
設
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

協
議
会
を
事
業
主
体
と
し
て
補
助
金
を
交
付

す
る
と
い
う
も
の
で
、
鉄
道
の
利
用
促
進
に

資
す
る
ソ
フ
ト
面
の
取
り
組
み
や
地
域
振
興

に
役
立
つ
車
両
や
駅
舎
の
整
備
等
に
対
し
て

２
分
の
1
か
ら
３
分
の
１
を
補
助
す
る
制
度

で
す
。
そ
の
他
に
も
、駅
前
広
場
の
整
備
等
、

公
共
事
業
の
枠
組
み
の
中
で
、
ま
ち
づ
く
り

事
業
と
の
連
携
を
と
り
な
が
ら
進
め
て
い
け

る
部
分
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

地
域
と
鉄
道
が
一
体
と
な
っ
て

“
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
”
の
新
設
で
、

公
有
民
営
型
上
下
分
離
導
入
の
法
制
度
が
整

え
ら
れ
た
が
、
こ
の
支
援
措
置
の
枠
組
み
は
、

も
ち
ろ
ん
自
治
体
が
第
三
種
鉄
道
事
業
者
と

な
る
場
合
に
限
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
。

「
自
治
体
が
鉄
道
施
設
を
持
つ
と
い
っ
て

も
、
自
治
体
自
体
が
非
常
に
厳
し
い
環
境
下

に
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
民
ベ
ー
ス
で
持
て

る
も
の
は
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。

近
鉄
の
伊
賀
線
、
養
老
線
の
よ
う
な
事
例

も
あ
り
ま
す
。
赤
字
の
支
線
を
企
業
努
力
で

支
え
て
き
た
が
、
や
む
な
く
廃
止
を
も
検
討

す
る
段
階
に
入
っ
て
き
た
。
地
域
と
議
論
を

重
ね
、
地
域
の
理
解
と
協
力
を
得
た
上
で
、

事
業
構
造
を
変
更
し
、
存
続
さ
せ
た
。
事
業

者
と
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
努
力
を
重
ね
て

き
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
取

り
組
み
を
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
制

度
の
支
援
対
象
に
十
分
な
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
」

“
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
”
は
、
地
域
の

公
共
交
通
で
あ
る
地
方
鉄
道
を
、
地
域
が

し
っ
か
り
と
支
え
て
い

く
仕
組
み
を
つ
く
る
た

め
に
必
要
な
関
係
法
律

の
特
例
措
置
を
規
定

し
、
充
実
し
た
財
政
支

援
制
度
の
施
行
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
。

「［
地
域
公
共
交
通
の

活
性
化
及
び
再
生
に
関

す
る
法
律
］
に
基
づ
く

﹃
地
域
公
共
交
通
総
合

連
携
計
画
﹄
の
基
本
的

な
枠
組
み
は
、
協
議
会

を
つ
く
り
、
地
域
が
一

体
と
な
っ
て
公
共
交
通

の
活
性
化
に
取
り
組
み

ま
し
ょ
う
、
と
い
う
も

の
で
す
。
そ
こ
に
地
方

鉄
道
の
活
性
化
・
再
生

を
目
的
と
し
た
“
鉄
道

事
業
再
構
築
事
業
”
を

一
部
改
正
で
追
加
し
、

頑
張
る
地
域
と
鉄
道
事

業
者
を
、
総
合
的
に
、

重
点
的
に
支
援
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
国

の
方
針
で
す
。
鉄
道
を
、
暮
ら
し
や
地
域
の

発
展
に
と
っ
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
再
認
識
し
、
ま
ち
づ
く
り
や
観
光
に
活

か
し
て
い
く
。
鉄
道
事
業
者
に
よ
る
経
営
改

善
努
力
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
が
、
地
域
で

し
っ
か
り
と
鉄
道
を
支
え
る
仕
組
み
を
つ
く

る―
―

支
援
制
度
を
活
用
し
、
地
域
の
鉄
道

を
ぜ
ひ
活
性
化
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」

支援措置の創設

認定認定

赤字の鉄道事業者の
近代化投資支援

①地方鉄道の
　活性化対策
「鉄道軌道近代化設備
整備費補助」
・補助率：原則１／５
・赤字事業者が対象

②地方鉄道の
　老朽化対策

現状 今後

考
え
方

支
援
措
置

「頑張る地域・事業者」を重点的に支援

「鉄道施設総合安全対策事業費補助」
補助率：１／３

鉄道事業再構築実施計画 （地域と事業者が合力して作成）

新
設 （鉄道安全対策関連の公共事業を統合・拡充）

「鉄道軌道輸送
高度化事業費補助」

（名称変更）

赤字要件の撤廃

補助率
嵩上げ：
1／３（一律）

拡
充

要件見直し

「地域公共交通活性化・
再生総合事業費補助」

ま
ち
づ
く
り
事
業
と
の
関
連

補 助 率：１／２～１／３
対象設備：待合環境整備、
イベント列車、ソフト事業　等

地方財源（起債等）
税制特例

新
設

新
設

地域公共交通活性化・再生法関連 他事業と
連携


